
               平成２３年７月２０日 

 

株式会社 山陰合同銀行 

 

店舗の廃止、代理店の新設について 
 

山陰合同銀行(頭取 久保田 一朗)では、平成２３年１１月２０日(日)をもって米子中

央出張所を廃止し、平成２３年１１月２１日（月）に米子中央代理店を新設することと

しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．店舗の廃止、代理店の新設理由 

・当行では、お客さまにとって利便性が高く分かりやすい店舗ネットワークの構築に

向けて店舗の見直しを進めております。その一環として、この度「米子中央出張

所」を廃止し、預金業務等に特化した「米子中央代理店」を同所に新設することと

いたしました。 

・今回の代理店化を通じて、店舗機能の明確化を図ると同時に、更に質の高い金融サ

ービスを提供できる体制作りに努めてまいります。 

 

２．今後のお取引について  

・預金取引や各種消費者ローン取引等は、米子中央代理店がそのまま引き継ぎます。 

・但し、投資信託や国債、外貨預金、事業に伴う当座預金取引や融資取引など、米子

中央代理店ではお取扱いできない一部の取引につきましては、個別にお客さまにご

案内したうえで、より総合金融機能の充実した地域の基幹店舗である米子支店に取

引店を変更いただくこととなります。（詳細については、お客さまあて個別にご案

内申し上げます。） 

 

３．店舗異動日 

・米子中央出張所の廃止日      平成２３年１１月２０日（日） 

 ・米子中央代理店の新設日   平成２３年１１月２１日（月） 

 

４．対象店舗 

  ・廃 止 店 名  米子支店米子中央出張所  

  ・新設代理店名  米子中央代理店（株式会社ごうぎん代理店米子中央支店） 

※ 当行子会社である株式会社ごうぎん代理店に代理店業務を委託

し、「山陰合同銀行米子中央代理店」として営業します。 

 ・所 在 地   鳥取県米子市角盤町２丁目１番地５（変更なし） 

  ・電 話 番 号   ０８５９－２２－２２３１（変更なし） 

 

５．母店（米子中央代理店でお取扱いできない取引を継承する店舗） 

  ・店 舗 名      米子支店 

  ・所 在 地      鳥取県米子市東倉吉町３０番地 

  ・電話番号  ０８５９－３２－３７１１ 

以 上 


